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「NHK ニュース」 

狭山事件 再審求め弁護団が新たな鑑定結果

を提出 
2018 年 8 月 31 日 5 時 31 分 

 

55 年前、埼玉県狭山市で女子高校生が殺害され

た「狭山事件」で無期懲役が確定し、再審・裁判の

やり直しを求めている男性の弁護団が、有罪の有

力な証拠の１つとされた万年筆は事件とは関係が

ないとする専門家の鑑定結果を裁判所に提出しま

した。 

 

55 年前の昭和 38 年、埼玉県狭山市で、女子高校生が殺害された「狭山事件」で無期懲役が

確定し、仮釈放された石川一雄さん（79）は無実を訴えて、再審・裁判のやり直しを求めていま

す。 

 

狭山事件の裁判では、石川さんの自白に基づき、自宅から見つかった万年筆が、被害者が持

っていたものと同じタイプだったことが有罪の有力な証拠の１つとされました。 

 

弁護団は万年筆で文字が書かれた紙がおととし、検察から証拠開示されたため、インクの成

分の鑑定を専門家に依頼したところ、被害者が事件の直前に学校で書いた文字からは金属

の「クロム」という成分が検出されたものの、石川さんの自宅で見つかった万年筆で書かれた

文字からは検出されなかったということです。 

 

この万年筆をめぐって弁護団は被害者の万年筆のインクとは色が異なるとする鑑定書もおと

とし、提出しています。 

 

弁護団は、有力な証拠とされた万年筆は事件とは関係ないことが、改めて明らかになったとし

て、30 日、再審について審理している東京高等裁判所に鑑定結果を提出しました。 

 

弁護団は「今回の鑑定結果は有罪判決を突き崩す決定的な新証拠だ。１日も早く、再審を開

始すべきだ」と話しています。石川さんの再審の訴えはこれまでに２回、退けられています。  

 

 

新証拠（下山第２鑑定）の提出について（報告） 
 

部落解放同盟中央本部  

（１）下山第２鑑定等の新証拠を提出（８月３０日）  

 

２０１８年８月３０日、弁護団は、下山進・吉備国際大学名誉教授が作成した鑑定書「Mini-X非

破壊分析装置によるインキ成分の元素分析」（下山第２鑑定）および同名誉教授作成の意見書

（下山意見書）などの新証拠を提出しました。第３次再審請求で提出された新証拠は２１７点にな

りました。 
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下山第２鑑定は、蛍光（けいこう）Ｘ（エックス）線

分析装置を使ってインクに含まれる元素を分析す

ることで、証拠の万年筆が被害者のものではない

ことを客観的、科学的に明らかにしています。  

 

狭山事件の有罪判決（東京高裁・寺尾正二裁判

長・1974年10月31日）は、被害者の所持品である

鞄、万年筆、腕時計が石川さんの自白通り発見さ

れたとして、これを「秘密の暴露」と認定し、自白の

信用性を担保し、石川さんが犯人であることを示す

決定的証拠としました。とりわけ、この３つの物証

の中でも、万年筆は請求人の自宅から発見された

という意味で有罪の重要証拠とされていました。  

 

２０１６年８月に下山第１鑑定が提出されました。

下山第１鑑定は、事件当時、発見万年筆のインク

や被害者が信用していたインク瓶のインクなどをペ

ーパークロマトグラフィ検査によって検査した荏原

秀介・科学警察研究所技官の鑑定を精査・検証

し、発見万年筆には被害者が使用していたインク

が入っていなかったことを指摘しました。  

 

その後、弁護団の証拠開示請求によって、事件

当時、この発見万年筆で書いた数字が添付された

調書が２０１６年１０月に証拠開示されました。ま

た、パイロット社に問い合わせた結果、被害者が使

用していたジェットブルーインクやブルーブラックイ

ンクの成分の元素がわかりました。事件当時のジ

ェットブルーインクには、クロム元素が含まれ、一

方、ブルーブラックインクにはクロム元素は含まれ

ていないことがわかりました。（インクの成分元素

はその後変化しています。）  

 

弁護団は、これらの資料をもとに、発見万年筆

で書かれた数字のインク、証拠開示された被害者

が使用していたインク瓶のインク、被害者が事件

当日に書いたペン習字浄書のインクなどについ

て、下山博士に蛍光Ｘ線分析による鑑定を依頼しました。蛍光Ｘ線分析とは、物質にＸ線をあてる

と含まれる元素に固有のエネルギーの蛍光Ｘ線が発生することを利用して、物質に含まれる元素

を分析するものです。  

 

下山博士は、Mini-XというＸ線発生器を使った非破壊分析装置を使って、検察庁で上記の証

拠について蛍光Ｘ線分析をおこないました。その結果、被害者が使っていたインク瓶のインク、被

害者が事件当日に書いたペン習字浄書の文字インクには、クロム元素が検出されました。一方、

証拠の万年筆（発見万年筆）で書いたとされる数字のインクからはクロム元素が検出されなかっ

たのです。  
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下山第２鑑定では、クロム元素を含むジェットブルーインクが入っていた万年筆にブルーブラッ

クインクを吸入して書いた文字のインクも検査し、クロム元素が検出されることを確認しています。

別インクを「補充」しても元のインクのクロム元素が検出されなくなることはないのです。  

 

以上の検査結果から、下山第２鑑定は、証拠の万年筆のインクからクロム元素が検出されな

かったことは、ペン習字浄書のインクが含まれていないと考えられると結論づけています。この鑑

定結果は、証拠の万年筆が被害者のものではないということを示しています。  

 

寺尾判決は、石川さんの家から発見された万年筆が被害者のものであることを前提として、自

白通り発見されたことは自白が真実であることを示す「秘密の暴露」（犯人しか知らない万年筆の

隠し場所が自白で判明した）であるとして、有罪の証拠としています。  

 

下山第２鑑定は、証拠開示された「数字」やペン習字浄書のインクを蛍光Ｘ線分析という科学

的方法によって分析し、証拠の万年筆が被害者のものではないことを客観的に明らかにしました。

下山第２鑑定によって、殺害後、被害者の万年筆を自宅に持ち帰ったという石川さんの自白がま

ったく虚偽であり、有罪証拠とされたものが事件と関係のないものであることが明らかになったの

です。下山第２鑑定は、寺尾判決を根底から突き崩す決定的新証拠であり、東京高裁第４刑事

部（後藤眞理子裁判長）は一日も早く再審を開始すべきです。  

 

当時の石川さんが非識字者で脅迫状を書けなかったことを明らかにした森鑑定、コンピュータ

による筆跡鑑定で９９．９パーセント石川さんと脅迫状を書いた犯人は別人と指摘した福江報告

書も出されています。石川さんが脅迫状を書いた犯人ではないことは明らかです。また、取調べ

録音テープを分析した心理学鑑定によって自白の虚偽と石川さんの無実が明らかになっていま

す。狭山事件の有罪判決はこれら新証拠によって完全に崩れています。新証拠の学習をすすめ、

より多くの人に石川さんの無実をひろげよ う。  

 

次回の三者協議は９月中旬に開かれます。狭山事件の有罪判決（寺尾判決）から４４年をむか

える１０月３１日には再審開始を求める市民集会も予定されています。それにむけて、９月２０日

には全国狭山活動者会議・住民の会交流会をひらき、今回の新証拠を中心に弁護団の報告を

受けるとともに、当面の取り組みを協議する予定です。  

 

狭山パンフや取調べＤＶＤ、狭山事件のパネルなどを活用し、下山鑑定、コンピュータによる筆

跡鑑定、識字能力鑑定、心理学鑑定など、弁護団が提出した新証拠について、学習・教宣を強

化しよう！狭山事件５５年をアピールする取り組みを全国各地ですすめ、狭山事件の再審を求め

る世論をさらに大きくしよう！  

以 上  

NHKニュース（2018年8月31日） 

「狭山事件 再審求め弁護団が新たな鑑定結果を提出」 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180831/k10011600951000.html 

＜下山鑑定の鑑定結果（要旨）＞  

①被害者が使用していたインク瓶のインクからはクロム元素が検出された。  

②被害者が事件当日に書いたペン習字浄書のインクからはクロム元素が検出された。  

③証拠の万年筆（石川さん宅から発見された万年筆）で書いた「数字」のインクからはクロム元

素が検出されなかった。  

④証拠の万年筆のインクには被害者が書いたペン習字のインクは含まれていないと考えられ

る。  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180831/k10011600951000.html
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🔷本誌の印刷発注を終え、配送待ちをしていた 8 月 31 日早朝、「国営（NHK）放送」で「狭山」の

ニュースが･･･。もちろん見逃したが、思わず「オーマイゴッド！」と叫びたくなった。そんなことなら

発行を遅らせたのに･･･！後の祭りで、「付録」をつけることになった。🔷弁護団がかねてより準

備してきた「下山第 2 鑑定」だが、これによって「発見万年筆は被害者のものではない」ことが改

めて証明されたことになる。🔷「自白」に基づいて、石川さん宅の鴨居から「発見された」万年筆

を被害者のものと認定した確定判決は誤りであり、この「発見万年筆」は何者かが「持ち込んだ」、

「仕掛けた」ものということになる。証拠のねつ造という、由々しき事態だ。今月中旬には 37 回目

の三者協議がもたれるが、一刻も早く、鑑定人尋問をすべきだ。 

 

ゴッホ《ドービニーの庭》（ひろしま美術館所蔵）に隠されていた“黒猫”の発見 

🔷下山さんは、

「ゴッホの黒猫の

発見」（左の写真）

で有名で、この種

の鑑定では世界

的権威でもある。

それだけの信頼

性を持つ鑑定に

検察はどう挑むの

か、裁判所はどの

ように受け止め、

判断するのか？

見ものともいえる

が、何でもありの

彼らのことだから、

気を抜くことはで

きない。 

 

🔷一言言わせて

もらうなら、新鑑

定提出にあたって、

事前の準備と工

夫があってもよか

ったのではない

か？ニュースでは「記者会見」の場面が映っているようだが、報じたのは「国営」のみというのは

なぜなのか？新聞も「共同通信」が配信しただけのようだ。他局・他紙は？まさか黙殺したのでは

あるまい。🔷メディアはもちろん関係方面に情報提供し、世論にアピールするような行動を準備

すべきではなかったか？鑑定人尋問実現への大きな武器となる「下山第 2鑑定」の提出を淡々と

やってしまっては運動にはならない。部落解放同盟中央本部も含め、ここはその運動センスが問

われるところだ。🔷来春までには再審可否が決定される「三鷹事件」にも注目しつつ、一つひと

つのことを遺漏なく確実に取り組み、東京高裁・後藤眞理子裁判長がまっとうな判断をするように

圧力をかけ続ける必要がある。🔷9 月 1 日、「関西実行委員会」のミーティングがあり、11 月 18

日（日）に横田弁護士を招いての学習会、来年 2 月 17 日（日）に阿倍野区民センターで「第 3 回

市民のつどい」を開催することを確認した（詳細は後日）。その頃、事態はどうなっているのかは

わからないが、ひょっとすると･･･ということもあり得るかもしれない。🔷だから、このたびのことは、

本当にもったいないなあと思う。（ささき）   


